
三重県新エネルギービジョン（中間案改定版）に係る意見募集結果

整理
番号

該当箇所 ご意見 対応 ご意見に対する考え方

Ⅰ　全般

1

Ｐ２１ 　新エネルギーの導入推進はこれからの時代に
は必要不可欠なものと私も感じています。
　その成果がわかりやすいのが風力発電や太陽
光発電だと思います。
　導入先進県として対外的にＰＲするためにも
積極的に推進してほしいと思います。
　目に見えて効果が実感できればそこからより
多くの方がさまざまな新エネルギー導入に関心
を持たれるきっかけになるのではないでしょう
か。

②既に反
映してい
るもの

　地域における安全で安心なエネルギーとし
て、新エネルギーへの期待が高まっていること
を受け、三重県の地域資源を生かした太陽光発
電、風力発電、木質バイオマス利用等の新エネ
ルギーの導入を促進していきます。

2

エネルギー全
体

　国では、新たなエネルギーベストミックスの
実現に向けて議論の最中とのことですが、エネ
ルギー自給率が４％と低い実情を踏まえれば、
化石燃料に過度に依存しない電源のベストミッ
クスを進めることが大切です。そのためにも、
火力・水力・原子力と新エネルギーのバランス
をうまく取りながら進める必要があると思いま
す。

②既に反
映してい
るもの

　資源の乏しい我が国のエネルギー問題に対し
て地域からも積極的に貢献していくために、三
重県の地域資源を生かした太陽光発電、風力発
電、木質バイオマス利用等の新エネルギーの導
入を促進していきます。

3

ページに関係
なし

メガソーラー、風力発電等の発表方法の改善に
ついて
　メガソーラー、風力発電設備においては自然
エネルギー利用のため、日照時間、風速の強
さ、風が吹く時間などによって設備利用率が大
きく左右されます。しかしながら、発表を見聞
きしていると設備出力から単純に算出して発表
されるケースが多い。例えば、風力発電の場
合、15,000kWの設備容量とした場合、単純に
5,000軒を賄えるという表現で発表されること
が多い。（1軒あたり3kW、設備利用率を25%で
算出した場合、1,200～1,300件相当）
　社会一般では自然エネルギーの有効活用の観
点から大震災以降でも大々的に云々されていま
す。しかし、現実的に普及が進まないのはこれ
らのことも一つの要因と考えます。
　以上から発表にあたっては検討を加えること
が必要と考えます。

②既に反
映してい
るもの

　このビジョンでは、太陽光発電や風力発電等
新エネルギーの種類ごとにおいて、導入規模
（設備出力）に設備利用率等を考慮して算出し
ています。
　なお、新エネルギー導入による効果を分かり
やすく示すよう、このビジョンでは、指標とし
て化石燃料の代替効果（原油換算および世帯数
換算）、温室効果ガス削減効果を記載していま
す。

4

Ｐ６
１ 固定観念
からの脱却

　「さらに、国の施策と十分に連携を図ってい
くために必要な課題解決や規制緩和等につい
て、国に対して地方からの提言を行っていくこ
とも求められています。」まさしくその通りと
思います。国を動かすようなビジョンを策定し
ていただきたい。

②既に反
映してい
るもの

　このビジョン策定後も国に対して必要な提言
を行っていきます。

5

全般
（国における
エネルギー政
策の動向）

　現在、国の「エネルギー・環境会議」で、今
後のエネルギー政策について議論しています
が、政府の政策と県の計画とは整合性を取って
いかなければならないと思います。
　したがって、今回の案では「目標値は必要に
応じて見直す」としておりますが、国における
エネルギー政策の動向等、エネルギーをめぐる
状況についても、当然、国の議論を受けて見直
す旨を明記すべきだと思います。

③実施に
あたって
参考とす
るもの

　導入目標は、国の「長期エネルギー需給見通
し」やこれまでの導入実績による推計値、県民
や事業者の皆さんへのアンケート結果による導
入意向も参考として、三重県の現状や地域特性
などを考慮しながら設定しました。
　今後、国・県等の政策や県民の皆さんの取組
によって、この導入目標が大きく変わることが
予測されるときは、見直しを行っていきたいと
考えています。
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6 全般

　清掃工場の発熱をもっと効果的に発電に利用
することはできないのでしょうか。一部取り組
んでいる市町もあるようですが、東京都など、
進んでいるところを参考にさらに推進してほし
いです。

③実施に
あたって
参考とす
るもの

　このビジョンでは、バイオマス由来の廃棄物
発電・熱利用も新エネルギーとして取りあげて
います。ごみ焼却施設におけるエネルギー（熱
や電気）の有用性について、市町等に対し情報
提供を行っていきます。

7

全 般 に か か
わって

　「電力不足」は虚構です。震災直後の「電力
不足」、その後の夏や冬に言われた「電力不
足」といわれた事態の構造分析、実態分析があ
りません。原発がなくても電力が足りているこ
とを、県が独自に調査し示すべきです。前提が
間違っていては冷静な議論ができません。

④反映が
難しいも
の

　県が独自に電力需給構造を調査することはむ
ずかしいと考えています。
　このビジョンは、地域資源を生かした安全で
安心なエネルギーの創出を促進するとともに、
温室効果ガスの排出抑制や産業振興に貢献して
いく観点から、新エネルギーの積極的な導入を
促進しようとするものです。ご理解をお願いし
ます。

8

全 般 に か か
わって

　県としては「共に貧しく」とは書けないで
しょうから、所得の再配分による平準化と底上
げによる徹底した生存権保障の実現を優先する
としましょう。「定常型」の自立循環型経済な
ど、あるべき暮らしの姿を前提にしてこそのエ
ネルギービジョンです。

④反映が
難しいも
の

　このビジョンは、地域資源を生かした安全で
安心なエネルギーの創出を促進するとともに、
温室効果ガスの排出抑制や産業振興に貢献して
いく観点から、新エネルギーの積極的な導入を
促進しようとするものです。
　この視点によるめざすべき社会像を「新エネ
ルギーの導入が進んだ社会」「環境に配慮し効
率的なエネルギー利用が進んだ社会」「新エネ
ルギー関連産業等の振興による元気な社会」と
しています。

9

全 般 に か か
わって

　「新」エネルギービジョンなのか、「新エネ
ルギー」ビジョンなのか、どちらでしょうか？
エネルギー全般のビジョンがあって、「新エネ
ルギー」のビジョンが作られるべきですので、
「旧」エネルギーも含むビジョンを示してくだ
さい。

④反映が
難しいも
の

　このビジョンは、地域資源を生かした安全で
安心なエネルギーの創出を促進するとともに、
温室効果ガスの排出抑制や産業振興に貢献して
いく観点から、「新エネルギー」の積極的な導
入を促進しようとするものです。

10

全 般 に か か
わって

　成長信仰に囚われたままのビジョンです。新
エネの開発という指向に既に成長信仰が潜んで
います。脱成長のもとの新エネ政策という再定
義が必要です。現在原発分の電気がなくても、
総エネルギーの数％ダウンにすぎません。それ
を補充する発想ではなく、エネルギー消費を減
らす発想をとりましょう。

⑤その他 　このビジョンは、地域資源を生かした安全で
安心なエネルギーの創出を促進するとともに、
温室効果ガスの排出抑制や産業振興に貢献して
いく観点から、新エネルギーの積極的な導入を
促進しようとするものです。
　コージェネレーションなどの革新的なエネル
ギー高度利用技術も対象としており、これらの
導入を促進することで、エネルギー消費の削減
にもつなげていきます。

11

全 般 に か か
わって

　エネルギー安定供給から出発するのではな
く、地球環境の維持と生態系の循環にそった暮
らし・社会づくりを目標に据えて、目標に適っ
たエネルギーの姿から出発しましょう。

⑤その他 　このビジョンは、地域資源を生かした安全で
安心なエネルギーの創出を促進するとともに、
温室効果ガスの排出抑制や産業振興に貢献して
いく観点から、新エネルギーの積極的な導入を
促進しようとするものです。
　新エネルギーの導入を促進することで、低炭
素社会の実現へも貢献すると考えています。

12

全 般 に か か
わって

　発送配電の分離を実現し電力の地域独占を廃
し、自由に電気を売り買いで出来る制度に改め
る事なくして、地域分散型エネルギー社会の創
出はあり得ません。三重県が当ビジョンを本気
で進めるのであれば国、産業界に早急に提言す
べきと考えます。

⑤その他 　このビジョンは、地域資源を生かした安全で
安心なエネルギーの創出を促進するとともに、
温室効果ガスの排出抑制や産業振興に貢献して
いく観点から、新エネルギーの積極的な導入を
促進しようとするものです。
　発送電分離については、さまざまな議論がな
されていますので、国等の動向を注視していき
ます。
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13

全 般 に か か
わって

　電力エネルギーの地域自立、電気の効率的な
発送配電のためにも、電力自由化の徹底が必要
です。県として地域独占の解体と発送電分離を
強く要求してください。

⑤その他 　このビジョンは、地域資源を生かした安全で
安心なエネルギーの創出を促進するとともに、
温室効果ガスの排出抑制や産業振興に貢献して
いく観点から、新エネルギーの積極的な導入を
促進しようとするものです。
　発送電分離については、さまざまな議論がな
されていますので、国等の動向を注視していき
ます。

14

Ｐ１９
２ 新エネル
ギー導入の目
標値と効果

　５ページ「３　エネルギー対策の転換期」に
対応するようなビジョンを立ててもらいたい。
記載された導入目標の算出方法は、ビジョンで
はなく予想であり、新エネビジョンと名付ける
に値しない。
　１８ページの「（２）将来像」はどの程度の
タイムスパンで実現するべきなのか？　その実
現に向けていつまでにどの程度を導入すべきか
検討して目標値を算出すべき。

⑤その他 　導入目標は、概ね10年後のめざすべき社会像
を「新エネルギーの導入が進んだ社会」「環境
に配慮し効率的なエネルギー利用が進んだ社
会」「新エネルギー関連産業等の振興による元
気な社会」としたうえで、国の「長期エネル
ギー需給見通し」やこれまでの導入実績による
推計値、県民や事業者の皆さんへのアンケート
結果による導入意向も参考として、三重県の現
状や地域特性などを考慮しながら設定しまし
た。

Ⅱ　戦略プロジェクト

15

Ｐ２９ 　自然環境に悪い影響を与える地球温暖化を抑
えつつ、安定した電力供給を得る上で、風力発
電は必要なものと思います。今後ますます期待
される発電方法ではないでしょうか。新エネル
ギービジョン内の記述に「風力発電の事業化
は、発電事業者が主体になって進められていま
すが、近年、自然環境保全との両立に加え、騒
音や低周波音の問題が指摘されることがありま
す。」との一文がありますが、指摘されている
問題点の記述だけでは、マイナスイメージの一
方的な印象を受けました。県が風力発電に何を
期待しているのか、という点についても触れて
おくべきではないでしょうか。広大な設置場所
が必要になるため、新たな場所の確保が大変か
と思いますが、国定公園や保安林などでの展開
は不可能なのでしょうか。

①反映す
るもの

　ご意見をふまえ、「風力発電は、技術的にほ
ぼ確立し大型化が進み、立地条件次第では、新
エネルギーの中でも事業採算性の確保が期待で
きることから、比較的風況がよい地域がある三
重県の地域特性や、再生可能エネルギーの固定
価格買取制度によって、さらなる展開が見込ま
れている」こと、また、「夜間も発電できるこ
となどから、地域エネルギーの拡大に貢献する
ものと期待できる」ことを記述しました。

16

Ｐ２９
（２）県が果
たす役割
３）風力発電
の導入促進

　三重県として果す役割が明確となっていなく
事業者任せの部分が多い。このため、県として
実施できることを検討し、明確にすることが必
要と考えます。

他のプロジェクトでの県が果す役割の記載
メガソーラーの導入促進
　県が所有する土地を含め、積極的な誘致を進
める。
木質バイオマスエネルギー利用の促進
　このため、地域の林業・木材産業・・・連携
しながら、地域の状況に応じた取組を進め、未
利用間伐材の利用を促進し・・林業振興、地域
産業の活性化につなげます。

①反映す
るもの

　ご意見をふまえ、風力発電に関しては、「市
町とも連携しながら、計画の早い段階から地域
住民等に情報が提供され、その意見が計画に反
映されるよう、自然環境や住環境との調和を発
電事業者に求めていくとともに、県が関わる法
手続等の迅速化に努めていく」こと、また、
「騒音や低周波音など全国的なレベルで解決す
ることが必要な課題については、国でガイドラ
イン等を策定するなど事業実施にあたっての環
境整備を行うよう、国に対して働きかけてい
く」よう記述を修正しました。
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17

Ｐ２０ 問題点
　さまざまな主体が参加し、新エネルギー導入
を促進するための仕組みがない。

対策
　事業者に対して、県より補助金を出していま
すが、その場限りで終わってしまっているよう
に思います。新エネルギーを促進するための主
体づくりと事業に対して、お金と知恵を出すべ
きと考えます。

例
　ＮＰＯ法人という主体を作り、補助金を出す
と共に広く環境に関心のある個人・事業者より
出資金を募り、太陽光発電設備を設置する。
　平成24年7月からの再生可能エネルギーの固
定価格買取制度による売り上げの一部を出資者
に配当として還付する。
１．広く地域社会の環境に関心ある人に参加頂
くことでより環境意識の啓発を行う。
２．売電の一部を配当して還付することで、さ
らに関心が高まる。

　主体（団体）の組織づくりを提案します。
　また、県も知恵と情報を出すようにお願いし
たい。

①反映す
るもの

　ご意見をふまえ、「例えば、地域において市
民の出資を募ったファンドによる新エネルギー
の導入事例があるように、新エネルギー導入の
企画立案、資金調達、施設の管理・運営にわ
たって地域のさまざまな主体が参画し、それぞ
れが役割を担うような仕組みづくり、さらには
地域へ便益が還元される仕組みづくりなどが重
要」と考えており、「こうした取組を地域全体
に広げていく」ことを記述しました。

18

Ｐ２９ 　原発に頼らない新エネルギー源として、豊か
な自然に着目するのは賛成です。三重県の強み
である豊かな自然を破壊したり、損なうことが
ないよう、慎重にそして、住民の安全を第一に
考え行動してほしいと思います。
　電力会社は電力確保のため原発の再稼動を考
えています。大地震が起こると予測されている
現在、安全であることが保証されない限り、運
転は見合わせてほしいです。福島と同じような
事態にまた陥ったら、今まで培ってきた日本へ
の信用がなくなってしまいます。
　新エネルギー促進に向け一刻も早く取り組ん
でいただきますようよろしくお願いいたしま
す。

②既に反
映してい
るもの

　大規模な新エネルギー施設の導入にあたって
は、地域の特性に応じた取組を進めるととも
に、自然環境や住環境との調和を図っていくこ
とが重要であり、環境に配慮しながら、さまざ
まな主体が連携した適切な施設の導入を促進し
ていきます。

19

Ｐ２８
県が果たす役
割

　産学官による協議会は、産業界・学会・行政
だけのものではなく、民間の非営利団体を参加
させることを提案します。その協議会の会議
は、全てオープンで論議を行い、傍聴者・イン
ターネットによる中継をいれることを提案しま
す。協議会の長は、互選により選出されること
で、透明性を発揮してほしく思います。協議会
の会見も、オープンに行い、記者クラブ以外の
記者も参加できるように提案します。会見の内
容もインターネットによる中継を行うように提
案します。

③実施に
あたって
参考とす
るもの

　新エネルギーの導入を進めていくためには、
さまざまな主体の参画が重要と考えており、協
議会の運営等については参画者の意向も踏まえ
ながら検討します。
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20

Ｐ２８
県が果たす役
割

　県は、国のエネルギー政策に関して、国に対
し規制を設けたり規制緩和を要望してほしく思
います。
　現在規制されている、バイナリー発電におい
て、ボイラータービン主任技術者の選任の緩和
や小水力発電に関する申請書類の簡易化等。
　木質ペレットのJIS規格化による品質の均一
化を要望し、技術開発や普及に努めてほしく思
います。
　太陽光発電に関して自立運転機能の規格化
（操作手順の統一、ボタン形状や色の統一）を
行い、非常時の自立運転のスムーズな切り替え
が安全に出来るように要望してほしく思いま
す。
　住宅及び施設の断熱仕様・構造の法律化をし
て、省エネルギー施設建設を促すようにしてほ
しく思います。
　バイオマス促進として、Ｅ10ガソリンなどア
ルコール燃料の規制緩和を要望してほしく思い
ます。
　発送電分離と電気料金の総括原価方式の廃止
を要望してほしく思います。
　それらを行うことにより、メガソーラーや風
力発電が普及すると考えます。
　メガソーラーや風力発電は、発送電分離を行
い、総括原価方式を廃止すれば今後行政の力を
借りずとも成長する分野だと思います。

③実施に
あたって
参考とす
るもの

　国で検討されている規制緩和等の動向を注視
しつつ、このビジョン策定後も国に対して必要
な提言を行っていきます。
　なお、発送電分離については、さまざまな議
論がなされていますので、国等の動向を注視し
ていきます。

21

Ｐ２７～３７
第５章
「（２）県が
果たす役割」
の記載内容

　新エネルギー導入するために、県としての具
体的な支援内容を示す必要があります。例え
ば、一般家庭で太陽光発電を設置しようにも、
補助金が無ければ、このビジョンにある非常に
高い目標をクリアすることは不可能です。
　また、他の目標でも、三重県の取組等、有効
な具体策がほとんど記載されていないと思いま
す。
　県民をやる気にするには、県民に真にやる気
が芽生えるような具体策を盛り込んで欲しいと
思います。

③実施に
あたって
参考とす
るもの

　地域資源を生かした新エネルギーの導入を促
進するため、五つの戦略プロジェクトを掲げ、
県の具体的な取組方向を記述したところです。
　今後は、これらのプロジェクトの推進に努め
ていきたいと考えています。

22

Ｐ２８
県が果たす役
割

　木質バイオマスエネルギー利用促進において
は、木質ペレットの流通網の整備を行うことを
提案します。
　ホームセンターだけではなく、ガソリンスタ
ンドやガス事業者等にて取り扱うようになれば
と思います。
　現在利用されている給湯機器・暖房機器の燃
料を木質ペレットに切り替えるように補助金制
度を設けることを提案します。
　モデルは既にあります。岡山県真庭市の取り
組みを三重県でも採用することを提案します。

③実施に
あたって
参考とす
るもの

　木質バイオマスの利用促進に関して、県とし
ては、未利用間伐材を低コストで安定的に確保
する仕組みを構築することが必要と考えていま
す。
　また、木質ペレットをエネルギー利用するこ
とは有効と考えており、その普及に取り組んで
いきたいと考えています。

5



三重県新エネルギービジョン（中間案改定版）に係る意見募集結果

整理
番号

該当箇所 ご意見 対応 ご意見に対する考え方

23

Ｐ２７
第５章　新エ
ネルギーを導
入するための
５つの戦略プ
ロジェクト
Ｐ２８
県が果たす役
割
Ｐ３６
５　新エネル
ギー関連産業
等育成プロ
ジェクト

三重県の強みを活かした取り組み
　三重県の強みは、森林資源と海洋資源と平野
部の食物資源にあると思います。まずは、それ
を第一とした取り組みを優先するべきと思いま
す。
　エネルギー促進の優先順位は太陽光発電や風
力発電ではなく、三重県の強みを活かしバイオ
マスエネルギーの普及と開発を第一にするべき
と考えます。
　三重県の強みを考えた場合、産業育成・研究
は農産物と海洋資源にあると思います。その中
で海藻類によるバイオマスエネルギー生成技術
や農産物によるバイオマスエネルギー生成技術
の研究を行うべきと考えます。海藻類や農産物
からバイオエタノールやバイオブタノールを高
効率生成できれば、新たな産業育成になり雇用
創出と自給エネルギー確保につながると思いま
す。東紀州・南部地域をエネルギーの供給地域
とし、北部のエネルギー消費を賄うようにする
ことが三重県の活性化につながると思います。
そのために、産学連携を行うことを提案しま
す。

③実施に
あたって
参考とす
るもの

　新エネルギーの導入にあたっては、地域資源
や地域特性を生かしていくことが必要であると
考えています。
　新たな研究開発に関しては、市場や技術の動
向を踏まえながら、取組の方向性を検討してい
きます。

24

Ｐ３２
公共施設等に
おける太陽光
発電等の率先
導入

　公共施設への導入の優先順位は、避難所施設
や学校施設を第一にしてほしく思います。
　太陽光発電は性質上独立電源としての役割が
一番と考えます。導入は、災害時の独立電源に
重きを置いて設置してほしく思います。災害時
において災害対策室や情報収集室・通信機器に
電力を供給することを第一に考えてほしく思い
ます。
　次に、屋外の外灯や信号機の電源として太陽
光発電を設置してほしく思います。

③実施に
あたって
参考とす
るもの

　地域資源を生かしてエネルギーを創出する新
エネルギーは、災害時等におけるエネルギーを
確保する役割が期待できることから、防災の観
点を含め、公共施設への導入を検討していきま
す。

25

Ｐ３６
５ 新エネル
ギー関連産業
等 育 成 プ ロ
ジェクト

　コージェネレーションシステムとして、排
熱・余熱利用において温度差発電やスターリン
グエンジンやバイナリー発電に関する高効率技
術開発の研究を行ったほうが良いと思います。

③実施に
あたって
参考とす
るもの

　新たな研究開発に関しては、市場や技術の動
向を踏まえながら、取組の方向性を検討してい
きます。

26

Ｐ３２
～Ｐ３５

　クリーンエネルギー自動車・太陽光発電・高
効率給湯機器など導入促進について、補助や税
金を安くするなど、家庭でも導入しやすくなる
よう取り組んでほしいです。

③実施に
あたって
参考とす
るもの

　新エネルギーの導入支援策については、国の
固定価格買取制度や補助制度との整合を図りな
がら、導入が促進されるような仕組みづくりや
支援等の効果的な方策を検討していきます。

27

Ｐ８
新エネルギー
の位置づけと
種類
Ｐ３６
５ 新エネル
ギー関連産業
等 育 成 プ ロ
ジェクト

　メタンハイドレートは、天然ガスの形状変化
物質だと思いますので、新エネルギーに当ては
まらないと考えます。
　メタンハイドレートは、新エネルギーではな
いと思います。あれは天然ガスの形状変化物質
にすぎず化石燃料の一種でしかないからです。
産業育成は循環型の持続可能エネルギーを考え
るべきと思います。

⑤その他 　メタンハイドレートは、国が定義する新エネ
ルギーに該当しませんが、本県にとって地理的
に近い位置に埋蔵すると推定されていることか
ら、将来の地域活性化につなげる資源と捉え、
新エネルギー等に関する検討とあわせて、メタ
ンハイドレートに関連する地域活性化策などを
調査研究していきたいと考えています。
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28

Ｐ２６
（５）新エネ
ルギー関連産
業等の振興
Ｐ３７
４）メタンハ
イドレートの
活用構想の調
査研究

　メタンハイドレートは天然ガスの一種であり
燃焼時のCO2排出が少ないというだけであっ
て、化石燃料に変わりない。この技術開発は、
既存のエネルギー利権のバランスを崩す効果は
期待できるが、地球温暖化防止には逆効果であ
る。いわば、パンドラの箱。新エネにも該当し
ない。いったいどのような議論の末記載するに
至ったのか？　新エネが必要とされている理由
を理解していないのか？
　「化石燃料の枯渇」や「温暖化」等の言葉は
新たな化石エネルギー利権獲得のための道具に
すぎないのか？
　「化石燃料に大きく依存したエネルギー供給
が資源の枯渇や温室効果ガスによる温暖化を引
き起こし、子孫の将来を破壊するかもしれな
い」という認識はないのか？

⑤その他 　メタンハイドレートは、国が定義する新エネ
ルギーに該当しませんが、本県にとって地理的
に近い位置に埋蔵すると推定されていることか
ら、将来の地域活性化につなげる資源と捉え、
新エネルギー等に関する検討とあわせて、メタ
ンハイドレートに関連する地域活性化策などを
調査研究していきたいと考えています。

Ⅲ　省エネルギー

29

Ｐ６
固定観念から
の脱却

　ビジョンが電力エネルギーに偏っていると思
います。エネルギービジョンに省エネルギーの
政策を考えるべきだと思います。また熱エネル
ギーの有効利用に軸足を移すべきと考えます。
　エネルギー消費は、空調設備などの熱管理が
大半を占めています。まずは、空調設備や給湯
設備・施設の断熱仕様を見直すことを優先すべ
きと思います。
　エネルギー創出を考えると、化石燃料から代
替燃料に切り替える政策を考えるべきと思いま
す。

②既に反
映してい
るもの

　このビジョンは、地域資源を生かした安全で
安心なエネルギーの創出を促進するとともに、
温室効果ガスの排出抑制や産業振興に貢献して
いく観点から、新エネルギーの積極的な導入を
促進しようとするものです。
　省エネルギーの観点から、コージェネレー
ションなどの革新的なエネルギー高度利用技術
を対象とするとともに、新エネルギーによる熱
利用として、太陽熱やバイオマス熱利用も対象
としています。
　また、省エネルギーなどを促進し、温室効果
ガスの排出を抑制した低炭素社会の実現をめざ
すため、「三重県地球温暖化対策実行計画」に
基づき取り組みます。

30

全 般 に か か
わって

　ＤＳＭ（デマンドサイドマネジメント：需要
側管理）、オール電化の禁止、アンペアダウン
の励行など省電力・省エネを強力に進める施策
を実施しましょう。「電力化率」引き下げも宣
言してください。

④反映が
難しいも
の

　このビジョンは、地域資源を生かした安全で
安心なエネルギーの創出を促進するとともに、
温室効果ガスの排出抑制や産業振興に貢献して
いく観点から、新エネルギーの積極的な導入を
促進しようとするものです。
　省エネルギーなどを促進し、温室効果ガスの
排出を抑制した低炭素社会の実現をめざすた
め、「三重県地球温暖化対策実行計画」に基づ
き取り組みます。

31

Ｐ３６
５ 新エネル
ギー関連産業
等 育 成 プ ロ
ジェクト

　エネルギービジョンにおいての省エネルギー
政策として照明に太陽光による照明を取りいれ
ることを提案します。シンプルなデッキプリズ
ムから光ファイバーや光ダクトシステムまで公
園など屋外トイレをバイオトイレにして、下水
処理やインフラ整備の予算を節約することがで
きます。

⑤その他 　このビジョンは、地域資源を生かした安全で
安心なエネルギーの創出を促進するとともに、
温室効果ガスの排出抑制や産業振興に貢献して
いく観点から、新エネルギーの積極的な導入を
促進しようとするものです。
　省エネルギーなどを促進し、温室効果ガスの
排出を抑制した低炭素社会の実現をめざすた
め、「三重県地球温暖化対策実行計画」に基づ
き取り組みます。
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Ⅳ　原子力発電

32

全 般 に か か
わって

　このビジョンを進めるに当たっての県の姿勢
が見えてこないのが残念です。
　この方策を現実に進めるためには、県として
脱原発へ進む。芦浜に原発は作らせない事を文
書で県民に公表し、立地の余地を残さない様に
することが県のあるべき姿勢と思うからです。

④反映が
難しいも
の

　このビジョンは、地域資源を生かした安全で
安心なエネルギーの創出を促進するとともに、
温室効果ガスの排出抑制や産業振興に貢献して
いく観点から、新エネルギーの積極的な導入を
促進しようとするものです。ご理解をお願いし
ます。

33

全 般 に か か
わって

　三重県民は３７年間芦浜原発計画に翻弄され
時間と労力を奪われてきました。原発の（推進
と反対の）ために使われた人的エネルギーをそ
の期間生活の向上と地域振興に振向けていたら
と残念でなりません。今後は、県知事が表明す
る原発新規立地拒否を明確に記述して、立地の
余地を残さないでください。これこそが原発な
どの外発的大型開発に足下をすくわれない、
しっかりした地域振興の前提です。

④反映が
難しいも
の

　このビジョンは、地域資源を生かした安全で
安心なエネルギーの創出を促進するとともに、
温室効果ガスの排出抑制や産業振興に貢献して
いく観点から、新エネルギーの積極的な導入を
促進しようとするものです。ご理解をお願いし
ます。

34

第２章 今、
県に求められ
るエネルギー
政策

　三重県は、芦浜原発計画に苦しんだ歴史があ
り、未だ同計画推進の動きも消えていません。
　第１章で原発震災に言及しながら、三重県の
姿勢を示す第２章で、芦浜原発計画に苦しんだ
経過に触れていないことに大きな違和感を覚え
ます。
　芦浜原発計画に翻弄された地域住民のみなさ
ん始め三重県民、隣接する自治体に暮らすわた
したちも、今回の福島第一原発事故を目の当た
りにして、もしも芦浜で事故が起きていたらと
我が身のこととして大きな衝撃を受けました。
　芦浜原発計画により苦しんだ歴史と、そのよ
うな苦しみを繰り返さず、県として原発の立地
の余地を残さない、脱原発に取り組むという明
確な意思表示をぜひとも記述してください。
　東海・東南海・南海地震の想定震源域の見直
しからしても、原発の立地は絶対にしてはなら
ないことが明白になりました。
　住民の生命・財産を守り、次代に責任ある新
エネルギービジョンとして脱原発を明示して取
り組みを進めて、東海地方をリードしてくださ
い。

④反映が
難しいも
の

　このビジョンは、地域資源を生かした安全で
安心なエネルギーの創出を促進するとともに、
温室効果ガスの排出抑制や産業振興に貢献して
いく観点から、新エネルギーの積極的な導入を
促進しようとするものです。ご理解をお願いし
ます。

Ⅴ　その他

35

全 般 に か か
わって

　整合性が疑われる事として、水力発電の推進
を言うのであれば本年度から順次引き渡され
る、県企業庁が管理運営していた１０箇所の水
力発電所の売却をどう考えるのか。県税を投入
して作った県民の財産である発電所を投げ売る
に等しい形で売却したことに対しどのように総
括するのでしょうか。
　新たに発足する再生エネルギー買い取り価格
で計算すれば、売却した１０５億は余りにも安
く、県議会公営企業の民営化検討委員会が出し
た外部委託に係るガイドライン（Ｈ１８年６月
策定）には独占を排すとの文言があるにもかか
わらず地域独占企業に売却したこの矛盾。売却
を見直し県の運営にもどし、このビジョンの中
で運営方法等を検討すべきと考えます。

④反映が
難しいも
の

　このビジョンは、地域資源を生かした安全で
安心なエネルギーの創出を促進するとともに、
温室効果ガスの排出抑制や産業振興に貢献して
いく観点から、新エネルギーの積極的な導入を
促進しようとするものです。ご理解をお願いし
ます。

8


